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登米市教育委員会４月定例会 会議録 

会議の名称 令和８年第６回登米市教育委員会４月定例会議 

開催日時 

 

 

令和８年４月 22日（水） 

午後 ２時３１分 開会 

午後 ３時 ３分 閉会 

開催場所 登米市役所 中田庁舎１階 １０１会議室 

教育長氏名 教育長 小野寺 文晃 

出席委員氏名 

 

 

 

委員 髙橋 正則 

委員 須藤 勝子 

委員 佐々木 静 

委員 佐々木 伸雄 

  

欠席委員 佐竹 美香 

傍聴者 なし 

事務局職員氏名 

教育部長 日野 幸紀 

教育部次長兼教育総務課長 遠藤 林市 

教育部次長兼学校教育管理監 高橋 朋美 

学校教育課長 津藤 順 

活き生き学校支援室長 高橋 利恵 

こころの支援専門監兼学校教育課副参事兼けやき教室所長 二階堂 順一郎 

学校再編推進室長 安部 保男 

生涯学習課長 千葉 敬子 

文化財文化振興課長 沼田 芳明 

教育支援センター所長 太布 靖彦 

迫図書館長兼登米図書館長兼視聴覚センター所長 冨士原 幸治 

生涯学習センター・石ノ森章太郎ふるさと記念館所長 高橋 紀元 

  

  

  

書記 教育総務課 課長補佐 佐藤 慎 

議題 報告第 10号 一般事務報告について 

報告第 11号 

専決処分の報告について 

（令和７年度登米市一般会計補正予算（第12号）に対する意見聴

取について）） 

報告第 12号 

専決処分の報告について 

（令和８年度登米市一般会計補正予算（第１号）に対する意見聴

取について）） 

議案第 15号 登米市社会教育委員の委嘱について 

議案第 16号 登米市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

会議結果 報告第 10号 報告 

報告第 11号 報告 

報告第 12号 報告 

議案第 15号 決定 

議案第 16号 決定 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

小野寺教育長 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

日野教育部長 

 

各課長説明 

 

小野寺教育長 

 

 

髙橋委員 

 

 ただ今から、令和８年第６回登米市教育委員会月定例会議を開会し

ます。開会時間は、午後２時３１分とします。 

佐竹委員からは欠席の申出がありましたこと申し添えます。 

  

 前回、３月の定例会及び臨時会の会議録の承認については、事前配

布により、内容等を確認していただいていることとし、説明は省略さ

せていただきたいと思います。 

 

会議録の内容についてご異議ありませんか。 

 

 （「なし」の声あり） 

 

ご異議がないものと認め承認することとします。 

 

会議録署名委員の指名を行います。 

私から指名してよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

 ご異議がないようですので、３番 須藤委員、４番佐々木委員にお願

いします。 

 

日程第１、報告第 10号「一般事務報告について」を上程します。 

「教育長の一般事務報告について」、私から報告いたします。 

 

（議案朗読） 

一般事務報告については、令和８年３月 18日から 

令和８年４月 21日までの会議・行事となります。 

出席状況やその概要などについて、別紙資料１-①日程表、資料１-②

一般事務報告のとおりです。 

事前に資料を配布させていただいておりますので、詳細な説明は省略

させていただきます。 

この件についてご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第 10号「一般事務報告について」

は、以上といたします。 

 

日程第２、報告第 11号「専決処分の報告について（令和７年度登米

市一般会計補正予算（第 12 号）に対する意見聴取について）」を上程

します。事務局から説明をお願いします。 

 

（議案朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

事務局の説明が終わりました。この件についてご質問はありません

か。 

 

現在、要医療行為児童生徒は市内に何人在籍しているか。けやき教

室の運営についてソーシャルワーカーの謝金が減額されているがソー



- 3 - 

 

議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋活き生き

学校支援室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙橋委員 

 

高橋活き生き

学校支援室長 

 

髙橋委員 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

須藤委員 

 

 

 

 

 

安部再編室長 

 

 

 

 

 

 

沼田文化財文

化振興課長 

 

 

 

 

 

須藤委員 

 

小野寺教育長 

 

シャルワーカーの配置状況は。 

 

要医療行為の児童生徒については、令和 7年度は 1名で導尿の医療

行為が必要ということで対応しております。令和 8 年度につきまして

は 3名に増えている現状です。 

次にスクールソーシャルワーカーの配置についてですが、令和 7 年

度は前年より 2名増員し 4名体制で行ってまいりましたが、学校から

は前年度に対応したソーシャルワーカーの継続対応の要望が多いこと

から、増員した新たなソーシャルワーカーにつなぐところで難しい部

分がありました。また、佐沼小学校へ週 1 回配属する形で運営してき

ましたが、減額補正となったものです。 

今後、要望があった際は提案ということで、新規の方たちもうまく

活用できるようにコーディネートしてまいりたいと考えております。    

また、負担が大きい学校には、週 1 日と言わず、回数や、時間を増

やすような対応をしていきたいと考えております。 

 

新規のソーシャルワーカーは新卒でキャリアが浅いのか。 

 

決してキャリアが浅い訳ではない。 

 

 

学校としても経験のある方にお願いしたい気持ちで指名すると思う

ので、１人だけじゃなく複数人体制で取り組むとか、幅広く繋がりを

持てるよう臨機応変に対応するのも良いと思う。 

 

ソーシャルワーカーについては、様々な経験を積んできた方を配置

したつもりですが、学校としては前回見てもらった方にお願いしたい

ということで指名されることから、今後運営の工夫はしていきたい。 

 

小中学校の再編整備について、米山は校歌ができたと聞くが南方の

校歌のスケジュールはどうなっているのか。次に文化財保護費につい

て需用費の減について、文化伝承については映像などを残していくと

いうことの提案であったと思うが R7 に減額しているということは進

んでいないのか。 

 

南方小学校の校歌については、当初 R7 中に作詞及び作曲の先生を

選定して作成するスケジュールで計画していたが、お願いする先生の

選定に時間を要したため R8 年 2.3 月に決定した。作詞は南方町出身

でいろいろな作詞活動を行っている鈴木さん、作曲は中田町出身でピ

アニストの大畑さんに依頼し R8、R9の２年間で製作し完成後の R10に

は子供たちに練習していただくというスケジュールを組んでいる。 

 

市ホームぺージから教育委員会へリンク設定し、そちらに様々な映

像をユーチューブで残す形で対応しており、これまでの公演等は視聴

できるようしております。また、需用費で減額した分については今回

市制 20 周年事業において文化財の記念誌等を作成した残額となりま

す。この記念誌でもページごとのＱＲコードから動画が視聴できるよ

うにしております。 

 

順調に進んでいるようで、経費も抑えて素晴らしいと思います。 

 

ほかにご質問はありませんか。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

日野教育部長 

 

遠藤次長兼教

育総務課長 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

日野教育部長 

 

千葉生涯学習

課長 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

日野教育部長 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第 11号「専決処分の報告について

（令和７年度登米市一般会計補正予算（第 12号）に対する意見聴取に

ついて）」は、以上といたします。 

 

日程第３、報告第 12号「専決処分の報告について（令和８年度登米

市一般会計補正予算（第１号）に対する意見聴取について）」を上程し

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

（議案朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

事務局の説明が終わりました。この件についてご質問はありません

か。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第 12号「専決処分の報告について

（令和８年度登米市一般会計補正予算（第１号）に対する意見聴取に

ついて）」は、以上といたします。 

 

議事に入ります。 

日程第４、議案第 15号「登米市社会教育委員の委嘱について」を上

程します。 

 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

事務局の説明が終わりました。ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第 15号「登米市社会教育委員の委

嘱について」は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、議案第 15号「登米市社会教育委員の委

嘱について」は、原案のとおり決定することとします。 

 

日程第５、議案第 16号「登米市スポーツ推進審議会委員の委嘱につ

いて」を上程します。 

 

事務局から説明をお願いします。 

 

（議案朗読） 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の

他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉生涯学習

課長 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

遠藤次長兼教

育総務課長 

 

小野寺教育長 

 

 

 

小野寺教育長 

 

 

小野寺教育長 

 

 

小野寺教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

事務局の説明が終わりました。ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第 16号「登米市スポーツ推進審議

会委員の委嘱について」は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、議案第 16号「登米市スポーツ推進審議

会委員の委嘱について」は、原案のとおり決定することとします。 

 

 

以上で議案は全て終了しました。 

それでは、次回の教育委員会定例会議の開催日程についてお願いし

ます。 

 

次回は、令和８年５月 21 日（木）午後２時 30分の開催でお願いし

たいと思います。会場は、１０１会議室でお願いします。 

 

令和８年５月 21日（木）に行うことにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、次回の定例会議の日程は令和８年５月

21日（木）に行うことで決定します。 

 

午後３時３分、閉会を宣言します。 

大変ご苦労様でした。 

 

その他 

以下の６件について、資料に基づいて事務局等から説明し、内容を

確認していただきました。 

 

（１）令和７年度生徒指導状況について 

（２）令和８年度登米市立学校校長名等一覧について 

（３）令和８年度教育基本方針体系別主要事業一覧について 

（４）教育委員会座席表について 

（５）石ノ森章太郎ふるさと記念館「第 74回特別企画展」について 

（６）登米市の教育パンフレットについて 

※途中、午後３時４３分～午後３時５５分まで休憩 

 

散会時間は、午後４時３４分。 
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上記記録は正確であることを認め、ここに署名する。 

 

                令和８年５月   日 

会議録署名委員 

 

         委 員               ㊞ 

 

 

         委 員               ㊞ 

 

 

 


